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校 長 添田 良之

「学校生活の心得」改定のお知らせ

秋冷の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。また、

日頃より本校の教育活動にご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。

さて、本校では「学校生活のきまり」について、生徒自身が自ら考え、自主的に身だしなみを整え

られるように、これまで「靴下の色の規定の変更」や「通学用靴の規定の変更」に行ってまいりまし

た。この度、服装や頭髪についても規定を見直し、「学校生活の心得」を裏面のとおりとさせていた

だくことといたしました。

各ご家庭でご覧いただき、お子さんとともにご確認ください。ご理解とご協力をお願いいたします。

問い合わせ

太田市立木崎中学校

教頭 永原 和明

０２７６－５６－１０３１



学 校 生 活 の 心 得 

【木崎中学校の生徒であることに恥じない身だしなみを心がける】 

 「身だしなみ」とは、「相手に不快感を与えない服装やふるまい」という意味を持ちます。身だ

しなみで具体的に重要なポイントは「清潔感」と「機能性」と「周囲との調和」です。どの項目も

社会のマナーであると同時に向き合う相手に対する礼儀でもあります。しっかりとした身だしなみ

を心がけるための基本となる校則を示します。 

１ 服装について 

 ○毎日、本校指定の制服を着用しましょう。ただし、指定日以外はジャージの着用も可とします。 

 ＜制服について＞ 

  ○Y シャツ、ブラウスの下には、下着または木崎中 T シャツを着用しましょう。 

  ○スカートの丈は膝が隠れる長さにしましょう。 

  ○気候に応じて、スカートの下にストッキング、タイツの着用をしましょう・ 

   ただし、柄はなし。色は黒、ベージュ、紺とします。 

２ 頭髪について 

 ○身だしなみをしっかり整えましょう。 

前 髪 ・目にかからない（衛生面より） 

全 体 ・肩についたら、後ろで縛る（授業面より） 

・長ければ、ピンで留める（授業面より） 

そ の 他 ・眉は基本的にはいじらない        ・整髪料の使用はしない 

・パーマ、脱色、染色はしない       ・ピアスはしない 

３ 靴下について 

色 ・白 ・グレー ・黒 

長 さ ・くるぶしが隠れる長さ 

柄 ・キャクラターはなし        ・メーカーロゴの色、大きさの指定なし 

  ＊式典のときは、白で統一する。     式典･･･始業式、終業式、修了式、入学式、卒業式 

４ 靴について 

 ○体育の授業に適したランニングシューズを履きましょう。 

  ただし、テニスシューズ等のそれぞれの種目に特化した靴やスニーカーは着用しない。 

 ○色の指定はなし 

 ○高価な靴やおしゃれ用の靴は控えましょう。 

５ その他 

 ○日焼け止め、制汗剤、ハンドクリーム、リップを使用する場合は、人前で使用するのは控えましょう。 

  また、マナーを考え、無香料のものにしましょう。 

 

                                （令和４年 １１月 １日より実施） 


